
＜避難指示の基準＞ 

 

１．津波避難計画策定の経緯、目的及び計画の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．津波浸水想定地域 
津波浸水想定地域は、暫定的に標高６．８ｍ未満の地域とし、 

津波浸水想定地域となる小学校区は、堺区が１６校区、 

西区が７校区の計２３校区となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）※印を付した校区は、全域が津波浸水想定地域となる校区を示す。 

３．津波避難の方法、避難目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

４．臨海部における対策 

 
 
 

５．避 難 

 
 
気象庁から津波警報が発表された場合は、以下の基準に従って避難指示を発令します。 

①津波警報を覚知したとき 

警報の種類 避難指示の発令地域 

津波警報 阪堺線より西側地域 

大津波警報 標高 6.8m未満の津波浸水想定地域 
 

②市内で強い揺れ（震度４以上）もしくは長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合

で、避難の必要があるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．災害時要援護者の対策 

 

 

 

７．啓発 

 

 

 
 

８．各校区における避難計画～校区ワークショップの成果～ 

 

 

堺区 

（１６校区） 

三宝校区＊ 錦西校区＊ 市校区＊ 

錦綾校区 浅香山校区 錦校区 

熊野校区＊ 榎校区 三国丘校区 

英彰校区＊ 湊校区＊ 湊西校区＊ 

少林寺校区＊ 安井校区 大仙西校区 

神石校区   

西区 

（７校区） 

浜寺石津校区＊ 浜寺東校区 鳳校区 

浜寺校区 浜寺昭和校区 津久野校区 

上野芝校区   

暫定版津波避難計画（案）の概要 
 

＜津波避難計画策定の経緯＞ 

〇平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災での想定を大きく超える津波被害等の教訓を踏まえ、高

い確率で発生が危惧される東海･東南海･南海の三連動地震発生に伴う最大クラスの津波から市民の生命

と安全を守るため、津波避難対策に取り組む。 

〇東日本大震災を受け、津波対策に万全を期すことを目的として、「津波対策の推進に関する法律」が昨年

6 月 24 日に公布施行され、ソフト面における津波対策の努力義務として、津波避難計画の作成すること

が規定されました。 

 

〇津波想定高さを暫定的に従来想定の２倍６．０ｍ（満潮時は６．８ｍ）に設定し、堺区及び西区沿岸部

の新たな津波浸水想定地域を対象に津波避難対策を実施します。 

〇地域住民と協働した避難対策を講じるため住民参加の「堺市津波避難対策ワークショップ」を津波浸水

想定地域にかかる小学校区ごとに開催し、その結果を津波避難計画に反映しました。 

＜津波避難ビル＞ 

〇災害時要援護者や避難が遅れた方が緊急一時的に避難するための建物です。津波浸水想定地域内に所在

する一定の要件を充足した建物（※3月 28日時点：協定締結済 64施設 87棟、調整中 22施設 23棟） 

＜基本的な考え方＞ 

① 地震発生後、津波の第一波が到達するまでの約１００分間にＪＲ阪和線を目標に標高６．８ｍより高い

高台（津波避難目標等）に徒歩で避難 

② 災害時要援護者や避難が遅れた避難者は、緊急一時的に津波避難ビル等へ避難 

 

＜津波避難計画策定の目的及び見直し＞ 

〇堺市地域防災計画に基づき、今後予想される「東海・東南海・南海の三連動地震」による津波の発生に備

え、本市における津波避難対策の基本的な事項を定めるとともに、地域別に津波避難方策を明確化して市

民や各団体等の津波避難対策に資する。 

〇今後、国、関西広域連合や大阪府が行う「東海・東南海・南海の三連動地震」発生時の津波被害想定及び

更新や土地条件、社会的状況などの変化に合わせ必要に応じて計画の見直しを行う。 

 

＜避難路・避難経路＞ 

〇幅員１６ｍ以上の道路（安全を確認できた１０ｍ以上の道路）を避難路として指定 

〇各校区で市が指定した避難路に到達するまでに通る安全な地域の道路を避難経路として、「津波避難対策

ワークショップ」の結果により指定 

〇防潮堤外の臨海部の石油コンビナート等特別防災区域の津波対策は、石油コンビナート等災害防止法に基づ

き大阪府が中心となって取り組む 

〇臨海部内の企業や事業者と連携を図りながら津波に対する避難場所を選定するなど津波避難対策を推進 

＜避難情報の発信と収集＞ 

〇市防災行政無線を活用した防災スピーカー・モーターサイレン（屋外）の吹鳴、広報車等の活用、おおさ

か防災ネットの防災情報メールや緊急速報メールの配信などにより、住民に直接情報を伝達 

〇自主防災組織等の住民組織との連携などあらゆる手段を使って、情報提供に努めます。 

 
＜指定避難所の開設＞ 

津波からの避難は避難目標地点を目指すことが基本であることから、浸水想定地域内外の指定避難所の開設

基準を明確にし、津波災害において自主防災組織など地域と連携した円滑な指定避難所の開設・運営を行い

ます。 

市（区役所）は、住民等の防災意識向上を図るため、以下の啓発活動、訓練等を行います。 

①暫定版津波警戒マップを活用し、津波避難について周知 

②避難路及び避難経路沿いに標高表示看板を設置し、住民がその周辺の地盤高を確認し、津波襲来時に安全な

場所へ避難できるよう意識啓発を行います。 

③市民や団体に対し、津波に関する基礎的な知識の啓発を行うため、出前講座等を開催 

④校区自治連合会及び自主防災組織と連携し、津波防災訓練等を実施 

〇災害時要援護者支援を円滑に実施するため、情報伝達面や避難行動の支援など地域でのネットワーク・体

制づくりを促進します。 

＜主な津波避難目標＞ 
 

ワークショップの内容を踏まえ、基本的な避難方法として避難経路、避難目標、避難に要する距離、概念図な

どを各校区単位に記載し、津波避難についてのイメージを共有します。 

堺

区 

西

区 

浅香山小学校、浅香山中学校、方違神社、三国丘中学校、大阪府立大阪女子大跡、大仙公園、上野

芝方面、霞ヶ丘公園 など 

大仙公園、霞ヶ丘公園、津久野小学校、ＪＲ上野芝駅、イトーヨーカドー津久野店、浜寺中学校、

大鳥大社、浜寺南中学校、羽衣国際大学、鳳小学校 など 



 

 

 

 

暫 定 版 堺 市 津 波 避 難 計 画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年  月  日 

 

 

堺 市
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１．総 則 

１-１．津波避難計画策定の経緯 

平成２３年３月１１日の東日本大震災は、三陸沖の広い範囲を震源域にわが国観測史上

最大のマグニチュード９を記録し、最大震度７、東日本を中心に北海道から九州地方にか

けての広い範囲で揺れが観測されました。この地震に伴い、北海道から沖縄にかけて津波

を観測し、とりわけ東北地方沿岸部を中心に大きな被害がもたらされました。 

この東日本大震災での想定を大きく超える津波被害等の教訓を踏まえ、高い確率で発生

が危惧される東海･東南海･南海の三連動地震発生に伴う最大クラスの津波から市民の生命

と安全を守るため、平成２４年度に予定されている国の中央防災会議が最新の知見をもと

に取りまとめる「東海・東南海・南海の三連動地震」発生時の津波被害想定（平成２４年

夏頃予定）の公表を待つことなく、暫定的に従来想定の最大津波高さを２倍と仮定し、喫

緊の課題として津波避難対策に取り組むことといたしました。 

平成２３年９月には、市民、警察、消防、自衛隊など防災関係機関の参画のもと「堺市

津波避難対策検討協議会」を発足させ、情報交換･共有を図りながらソフト施策を中心とし

た津波避難対策を実施しています。 

暫定的に定めた新たな津波浸水想定地域は、東日本大震災以前には、津波想定高さ最大

３．０ｍ（「平成 １５～１６ 年度東南海・南海地震津波対策検討調査」の検討結果）と設

定していましたが、東日本大震災の津波被害の甚大さに鑑み、津波想定高さを暫定的に従

来想定の２倍６．０ｍ（満潮時は６．８ｍ）に設定し、堺区及び西区沿岸部の新たな津波

浸水想定地域を対象に津波避難対策を実施することとなりました。 

津波想定高さの引き上げにより、津波浸水想定地域が拡大し、そこに生活する市民は約

１５万人に上ります。この広大な浸水想定地域において津波避難を速やかに実施するため

には、地域住民と協働した避難対策を講じる必要があります。 

そこで、「堺市津波避難対策検討協議会」の一環として、平成２３年１０月より平成２４

年３月にかけ、住民参加による「堺市津波避難対策ワークショップ」を、津波浸水想定地

域にかかる小学校区ごとに開催しました。 

ワークショップでは、津波からの避難対策を目的に地域に精通した住民の協力・参画の

もと、地域の実情に沿った「暫定版津波警戒マップ」づくりを実施しました。 

これらの取り組みを、本市の津波避難計画策定に取り入れ、実効性の高い計画となるよ

う取り組みを進めました。 

１-２．津波避難計画策定の目的及び見直し 

本計画は、堺市域に係る災害に関し、堺市及び防災関係機関が市民や事業者等の協力の

もと実施すべき災害対策を定めた堺市地域防災計画に基づき、今後予想される「東海・東

南海・南海の三連動地震」による津波の発生に備え、本市における津波避難対策の基本的

な事項を定めるとともに、地域別に津波避難方策を明確化することにより、市民等が生命

や安全を守るための迅速かつ適切な避難行動の実施、並びに市民や各団体等の津波避難対
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策に資することを目的としています。 

なお、本計画は、東日本大震災における津波被害を踏まえた最新の知見から、中央防災

会議が取りまとめる「東海・東南海・南海の三連動地震」発生時の津波被害想定及び、関

西広域連合や大阪府による被害想定を踏まえ修正を行うものとし、それ以降についても、

津波被害想定の更新や土地条件、社会的状況などの変化に合わせ、必要に応じて計画の見

直しを行うものとします。 

 

２．津波浸水想定地域 

本市の津波浸水想定地域は、暫定的に標高６．８ｍ未満の地域とし、津波浸水想定地域と

なる小学校区は、堺区が１６校区、西区が７校区の計２３校区となります。 

 

表－１ 津波浸水想定地域 

堺区 

（１６校区） 

三宝校区＊ 錦西校区＊ 市校区＊ 錦綾校区＊ 

浅香山校区 錦校区＊ 熊野校区＊ 榎校区 

三国丘校区 英彰校区＊ 湊校区＊ 湊西校区＊ 

少林寺校区＊ 安井校区 大仙西校区 神石校区 

西区 

（７校区） 

浜寺石津校区＊ 浜寺東校区 鳳校区 浜寺校区＊ 

浜寺昭和校区 津久野校区 上野芝校区  

注）＊印を付した校区は、全域が津波浸水想定地域となる校区を示す。 

 
 

図－１ 津波浸水想定地域 
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＜主な津波避難目標＞ 

堺 区 

浅香山小学校、浅香山中学校、方違神社、三国丘中学校、大阪府立大阪女子大

跡、大仙公園、上野芝方面、霞ヶ丘公園 など 

 

西 区 

大仙公園、霞ヶ丘公園、津久野小学校、ＪＲ上野芝駅、イトーヨーカドー、浜

寺中学校、大鳥大社、浜寺南中学校、羽衣国際大学、鳳小学校 など 

① 地震発生後、津波の第一波が到達するまでの約１００分間にＪＲ阪和線を目

標に標高６．８ｍより高い高台（津波避難目標等）に徒歩で避難する。 

② 災害時要援護者や避難が遅れた避難者は、緊急一時的に津波避難ビル等へ避

難する。 

 

３．津波避難の方法、避難目標 

３-１．基本的な考え方 

最大クラスの津波が発生した場合における、本市の津波避難に関する基本的な考え方は、

以下のとおりです。 

 

 

 

 

  

 

３-２．避難路・避難経路 

市では、幅員１６ｍ以上の道路（安全を確認できた１０ｍ以上の道路）を避難路として

指定しています。また、市が指定した避難路に到達するまでに通る安全な地域の道路を避

難経路として、「津波避難対策ワークショップ」で各校区において指定しました。 

避難経路は、居住地域内から幅員の広い避難路へ至るまでの動線であるため、幅員の狭

い道路もあり、地震による建物の倒壊や交通渋滞等により通行が不可能になることも想定

されます。災害発生時のみならず普段からあらゆる事態を考えて、複数の避難経路を確認

しておくことも重要です。 

３-３．避難目標 

津波からの避難目標は、標高６．８ｍより高い高台にある公共施設等の建物のほか公園、

広場、グラウンド、道路等の屋外空間を「津波避難目標」とし、校区ごとに具体的な津波

避難目標を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民自らが、これらの津波避難目標まで避難のうえ、家族などの安否確認や津波に関す

る情報収集を行い、状況に応じて、より標高の高い安全な場所へ避難を行います。 

津波からの避難に際しては、津波浸水想定地域外の指定避難所（小学校等）が避難目標
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地点になっている場合があります。津波災害のおそれが解消されるまでの間、一定時間避

難先とするものであり、市では安全を確認した上で避難所生活が必要と判断した場合には、

必要な対策を速やかに講じます。 

堺市における津波避難の概念図は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２（１）津波避難の概念図（堺区） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－２（２）津波避難の概念図（西区） 
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○ 鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物 

○ 昭和５６年の新建築基準法の耐震基準に適合した建物、耐震補強済みの建物 

○ ３階以上の階高を有する建物 

３-４．津波避難ビル 

津波避難ビルとは、災害時要援護者や避難が遅れた方が緊急一時的に避難するための建

物です。津波浸水想定地域内に所在する以下の要件を目安とした建物で、当該建物の所有

者等の了解を得られ本市と協定を交わした建物を「津波避難ビル」として指定しています。 

 

 

 

 

   

津波発生時には、居住されている校区以外に立地する津波避難ビルに、一時避難するこ

とが出来ますし、市が指定する津波避難ビル以外の頑丈なビル（高層マンションやホテル、

商業施設等）の３階以上へ避難することも有効な避難方法となります。 

避難目標への避難が困難な場合で、最寄りに市が指定する避難ビルがない場合等は、臨

機応変に避難することが必要です。 

平成２４年３月２３日現在、民間ビル、ホテル、小・中学校、市営住宅など、６４施設

（８７棟）を津波避難ビルに指定しています。なお、指定した津波避難ビルには下記の看

板（※①）を設置しています。 

また、市が指定した津波避難ビルには、開設時間を同ビルの営業時間等に限定した避難

ビルが含まれています。同ビルの開設時間以外は施錠されているなど避難することが困難

です。当該ビルに設置している看板に避難可能な時間を明記しています（※②）。 

津波避難ビルの情報は、堺市ホームページ、暫定版津波警戒マップでもお知らせしてい

ます。  
                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 津波避難ビル標識 

※① ※② 

09:00-17:00 
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４．臨海部における対策 

防潮堤外の臨海部の石油コンビナート等特別防災区域の津波対策については、石油コンビ

ナート等災害防止法に基づき大阪府が中心となって取り組むこととなっております。 

また、堺浜（堺区）には、J－GREEN や堺浜シーサイドステージ、海とのふれあい広場等、

7-3 区（西区）には、みなと堺グリーンひろば（硬式野球場含む）や芝生広場等の一般市民

が多数集まる施設が所在しており、標高の高いところまで避難するには距離があることから、

本市では地区内の企業や事業者と連携を図りながら津波に対する避難場所を選定するなど津

波避難対策を推進しています。 
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５．避  難 

５-１．避難指示の基準 

市は、「堺市地域防災計画」に従って、次のいずれかの場合、津波浸水想定地域、その

他津波被害のおそれがあり、とくに避難が必要な地域に対して、速やかに避難指示を発

令し、住民等の安全確保を図ります。 

また、気象庁から津波警報が発表された場合は、以下の基準に従って避難指示を発令

します。 

表－２ 津波に対する避難指示の判断基準 

①津波警報を覚知したとき 

警報の種類 避難指示の発令地域 

津波警報（津波） 阪堺線より西側地域 

（平成16年作成  南海地震津波ハザードマップ  図－４参照） 

津波警報（大津波） 標高 6.8m未満の津波浸水想定地域（P2 図－１） 
 

②市内で強い揺れ（震度４以上）もしくは長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合

で、避難の必要があるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 南海地震津波ハザードマップ 
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５-２．避難情報の発信と収集 

市は、地震発生直後、気象庁から発表される情報に従って、避難が必要な場合には避

難指示を行います。避難行動の開始にあたっては、テレビやラジオ等での津波情報に加

え、市及び関係機関が発表する避難指示等の避難情報を正確に入手することが重要です。 

市が避難指示や避難誘導を行う場合、市防災行政無線を活用した防災スピーカー・モ

ーターサイレン（屋外）の吹鳴、広報車等の活用、おおさか防災ネットの防災情報メー

ルや緊急速報メールの配信などにより、住民に直接情報を伝達します。さらに、自主防

災組織等の住民組織との連携などあらゆる手段を使って、情報提供に努めます。 

市及び関係機関が行う住民への情報伝達方法については、表－３に記載しています。 

また、津波からの避難行動を開始する際には、津波警報（津波）が津波警報（大津波）

に更新されることがあることにも留意するとともに、市からの情報が受信できない場合

や停電になることも想定し、電池式ラジオなどからも情報を入手できるよう備えること

も必要です。なお、地震発生からの避難の流れを図－５に記載しています。地震発生時

における具体の避難行動を事前に確認しておくことも重要です。 
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表－３ 市及び関係機関が行う住民への情報伝達方法 

津

波

注

意

報

の

発

表

時 

① 防災行政無線による情報伝達（手動） 

市内に設置されている防災スピーカー（屋外）のほか市関連施設、防災関係機関、自治

会や自主防災組織の代表者宅等に設置した防災行政無線により情報を伝達する。 

② 携帯メールを利用した情報提供 

おおさか防災ネット(※1)の防災情報メールの配信により情報を伝達する。 

（※注意：登録時に津波注意報を受信する設定が必要） 

③ インターネット等による情報伝達 

本市ホームページにより情報提供を行う。 

また、ｉ－ＦＡＸ(※2)により聴覚障害者へ災害情報を提供する。 

④ 広報車・パトカ－等による情報伝達 

⑤ ラジオ放送等による情報伝達 

テレビ・ラジオ・コミュニティＦＭ等の放送メディアを介した緊急放送、 

ＦＭＣｏＣｏＬｏの外国語による災害情報の提供 

津
波
警
報
（
津
波
・
大
津
波
）
の
発
表
時 

① 全国瞬時警報システム（J-ALERT）を活用した防災行政無線による情報伝達（自動） 

  国が発信する警報音と避難指示文言が防災スピーカー（屋外）から流れる。 

「警報音(ｳｰｳｰ)、(津波･大津波)警報が発表されました。海岸付近の方は、 

高台に避難して下さい。」 

② 防災行政無線による情報伝達（手動） 

その後、堺市より防災スピーカー（屋外）からサイレンの吹鳴及び音声で避難指示の 

内容を伝達する。この際、市関連施設、防災関係機関、自治会や自主防災組織の代表 

者宅等に設置した防災行政無線にも情報を伝達する。 

 

 

 

③ 携帯メールを利用した情報提供 

おおさか防災ネットの防災情報メール・緊急速報メール(※3)の配信により情報を伝達 

する。（※注意：おおさか防災ネットの防災情報メールは、登録時に津波注意報を受信す 

る設定が必要、また緊急情報メールは、機種により受信できない場合があります。） 

④ インターネット等による情報伝達 

本市ホームページにより情報提供を行う。また、ｉ－ＦＡＸにより聴覚障害者へ情報 

を伝達する。 

⑤ 消防車両等による広報 

⑥ ラジオ放送等による情報伝達 

テレビ・ラジオ・コミュニティＦＭ等の放送メディアを介した緊急放送、 

ＦＭＣｏＣｏＬｏの外国語による災害情報の提供 

おおさか防災ネット(※1)、 ｉ－ＦＡＸ(※2)、 緊急速報メール(※3)の概要は巻末資料に

記載しています。 
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図－５ 地震発生からの避難の流れ 

地震発生 

身体の安全を確保する。 

ＪＲ阪和線以西の 

津波影響地域にいる方 

(※P2 図-1 参照) 

津波注意報が 

発表された時 

ＪＲ阪和線 
を目標に 

避難を開始する。 

津波避難目標(または津波避難ビル)に避難する。 

海岸や 

川の河口 

付近にいる方 

※津波注意報が解除され安全が確認されるまでその
場に留まってください。 

地震発生 
から 

津波到達 
まで 

約 100分 

テレビやラジオ等で津波に関する情報を収集する。 

大津波警報が 

発表された時 

阪堺線以西の 

津波影響地域にいる方 

（※P7図-4参照） 

津波警報が 

発表された時 

阪堺線 
を目標に 

避難を開始する。 

市内で強い揺れ（震度４以上） 

もしくは長い時間ゆっくりとした 

揺れを感じた場合 
 
 

津波に警戒する。 

堺市より避難が必要な地域に避難指示を行う。 

【※参照：P9表-3(津波･大津波)警報の発表時】 

海岸や川の河口から

離れ、近付かない 

よう注意する。 

 市が実施 
する事項 

津波警報発表時には、自主的

かつ迅速な避難が必要です。 

100分以内に避難目標に到達できるよう、でき
るだけ速やかに避難を開始する。また、避難目
標に到達できないと判断される場合は、最寄り
の津波避難ビルや３階以上の強固な建物に避難
する。 
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５-３．指定避難所の開設 

市は、堺市地域防災計画に基づき、自主防災組織など地域と連携し、円滑な指定避難

所の開設・運営を行います。 
 

① 津波浸水想定地域内の指定避難所の開設 

市は、地震発生後、大阪府に津波警報が発表された場合、津波浸水想定地域内の指

定避難所の開設を見合わせます。津波浸水想定地域内に留まらず、津波避難目標をめ

ざして避難してください。 

また、津波警報が解除されるなど津波被害の拡大のおそれがなくなったと判断した

場合は、津波浸水想定地域内にある指定避難所及びその周辺の被害状況等を把握し、

指定避難所となる建物の安全を確認した上で、必要に応じて開設します。 
 

② 津波浸水想定地域外の指定避難所の開設 

    市は、津波発生に伴う避難指示を発令した場合は、避難地域及び避難者数などを考 

   慮し、必要に応じて安全な津波浸水想定地域外の指定避難所を速やかに開設します。 

 

６．災害時要援護者の対策 

災害時要援護者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るた

めに安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人をい

い、一般的に、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等があげられています。また、情報

面では外国人も含まれます。 

これら災害時要援護者の避難については、周辺住民の支援や地域ぐるみの協力が不

可欠です。災害時要援護者に対する具体的な避難行動の支援等については、地域の実

情に応じて各々の地域や家族単位であらかじめ検討を行っておくことが重要です。 

市では、個人情報やプライバシーの保護対策を講じながら、地域での対象者把握の

取り組みの支援や、災害時要援護者に配慮しながら地域住民が安全に避難できるよう

訓練を実施することなどを通じて自主防災組織等の活動を活性化させ、災害時要援護

者支援を円滑に実施するためのネットワーク･体制づくりを促進します。 
 

① 情報伝達面の対応 

市が行う同報系無線や広報車による伝達においては、平易で分かりやすい伝達に努

めることはもちろんのこと、ｉ-FAX などを利用した災害支援情報の伝達、さらには自

主防災組織や自治会などの地域コミュニティ、福祉関係団体、災害ボランティア等を

通じた情報伝達体制の整備や手段の確保を図るなど協力体制づくりが必要です。 
 

② 避難行動の支援 

避難行動において支障をきたすことが予想される場合には、近所の住民や自主防災

組織、ボランティア等の支援が不可欠です。日頃から地域のコミュニティ、福祉・ボ

ランティア団体等との連携を図り、組織的な支援体制などを構築することが必要です。 
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７．啓 発 

日本ではどこの沿岸部でも、津波が襲来する可能性があり、強い揺れや長いゆれを

感じた場合には、自主的に迷うことなく迅速に避難することが重要です。また、地震・

津波など、自然現象は、想定を超える可能性があること、津波警報が大津波警報に更

新されることも想定されるなど、地震発生直後に発表される津波警報等の確度には一

定の限界がありますので、不測の事態に対しても対応できるよう備えをしておくこと

が重要となります 

市（区役所）では、上記の観点を踏まえ住民等の防災意識向上を図るため、以下の

啓発活動、訓練等を行います。 

 

① 暫定版津波警戒マップを活用し、津波避難について周知を図ります。 

１）強い揺れを感じたり、大津波警報が発表されたときに取るべき行動 

 

 

 

 

２）津波避難８カ条 
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３）津波避難ビル 

 

 

 

 

 

 

４）地震発生から津波避難までの行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）堺市等から避難情報 
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② 避難路及び避難経路沿いに標高表示看板を設置し、住民がその周辺の地盤高を確認し、

津波襲来時に安全な場所へ避難できるよう意識啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③ 市民や団体に対し、津波に関する基礎的な知識の啓発を行うため、出前講座等を開催

します。 
 

④ 校区自治連合会及び自主防災組織と連携し、津波防災訓練等を実施します。 
 

⑤ 学校園における津波防災教育を実施します。 

   学校園は、幼児、児童、生徒に対し、将来にわたる高い防災意識の基礎を築くため、 

  津波防災教育を実施します。 

   また、市全体の防災対策を踏まえて、各学校園の実情に応じた組織的な津波避難訓

練等を実施するとともに、ＰＴＡや校区自治連合協議会と連携し、地域人材の活用や

地域の防災訓練への参加など、より効果的な津波防災教育を推進します。 

 




